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入船小学校
いりふねしょうがっこう

ＰＴＡ規約
き や く

 

 

 

第
だい

１章
しょう

 名
めい

  称
しょう

 

 

第１条  本会
ほんかい

は、横浜市立入船小学校
よこはましりついりふねしょうがっこう

保護者
ほごしゃ

と 教職員
きょうしょくいん

の会
かい

(入船
いりふね

小
しょう

ＰＴＡ)と称
しょう

し、 

事務局
じむきょく

を入船小学校
いりふねしょうがっこう

に置
お

く。 

 

第
だい

２章
しょう

 目
もく

  的
てき

 

 

第２条  本会
ほんかい

は、次
つぎ

のような目的
もくてき

をもつ。 

 

(ア) 学校
がっこう

・家庭
かてい

・地域
ちいき

における児童
じどう

の福祉
ふくし

を推進
すいしん

する。 

(イ) 民主
みんしゅ

的
てき

な学校教育
がっこうきょういく

に対
たい

する理解
りかい

を深め
ふか

、積極
せっきょく

的
てき

な 協力
きょうりょく

をする。 

(ウ) 学校
がっこう

の教育
きょういく

的
てき

な環境
かんきょう

の整備
せいび

を図
はか

る。 

(エ) 会員
かいいん

の教養
きょうよう

を高
たか

め、親睦
しんぼく

を図
はか

る。 

 

第
だい

３章
しょう

 方
ほう

  針
しん

 

 

第３条  本会
ほんかい

は、教育
きょういく

を本旨
ほんし

とする民主
みんしゅ

的
てき

団体
だんたい

として活動
かつどう

する。 

 

第４条  本会
ほんかい

は、自立独立
じりつどくりつ

のものであって、他
ほか

のいかなる団体
だんたい

の支配
しはい

・統制
とうせい

・干渉
かんしょう

を 

      うけてはならない。 

 

第５条  本会
ほんかい

は、学校
がっこう

の 行政上
ぎょうせいじょう

の活動
かつどう

を指図
さしず

してはならない。 

 

第
だい

４章
しょう

 会
かい

  員
いん

 

 

第６条  本会
ほんかい

の会員
かいいん

となることの出来
で き

るものは、次
つぎ

のとおりとする。 

 

     １．本校
ほんこう

に在籍
ざいせき

する児童
じどう

の保護者
ほ ご し ゃ

又
また

は、これに代
か

わるもの。 

     ２．本校
ほんこう

の 教職員
きょうしょくいん

。 

 

第
だい

５章
しょう

 経
けい

  費
ひ

 

 

第７条  本会
ほんかい

の経費
けいひ

は、会費
かいひ

・事業収入
じぎょうしゅうにゅう

及
およ

び寄付金
き ふ き ん

をもって支弁
しべん

する。 

 

第８条  会費
かいひ

は、一世帯
いっせたい

月額
げつがく

400円
えん

とし、会費
かいひ

を納入
のうにゅう

するものとする。 

※ 但
ただ

し、特別
とくべつ

な事情
じじょう

のある場合
ばあい

は、実行委員会
じっこういいんかい

の承認
しょうにん

を得て、会費
かいひ

を免除
めんじょ

する事
こと

ができる。 
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第９条   本会
ほんかい

の資産
し さ ん

は、第
だい

２章
しょう

の目的
もくてき

以外
いがい

に使用
しよう

してはならない。 

第１０条  本会
ほんかい

の会計
かいけい

年度
ねんど

は、４月
がつ

１日
ついたち

に始
はじ

まり、翌年
よくとし

の３月
がつ

31日
にち

に終
お

わる。 

 

第
だい

６章
しょう

 役
やく

  員
いん

 

 

第１１条 本会
ほんかい

の役員
やくいん

は、次
つぎ

のとおりとする。 

 

     １．会 長
かいちょう

   １名
めい

  保護者
ほごしゃ

 

     ２．副
ふく

会長
かいちょう

   ２名
めい

  保護者
ほごしゃ

 

     ３．会 計
かいけい

   ２名
めい

  保護者
ほごしゃ

１名
めい

  教職員
きょうしょくいん

１名
めい

 

     ４．書 記
しょき

   ２名
めい

  保護者
ほごしゃ

１名
めい

  教職員
きょうしょくいん

１名
めい

 

 

第１２条 役員
やくいん

の任期
にんき

は、１年
ねん

とする。但
ただ

し、再任
さいにん

を妨
さまた

げない。 

 

第１３条  役員
やくいん

の任務
にんむ

は、次
つぎ

のとおりである。 

 

     １．会長
かいちょう

は、会務
かいむ

を統括
とうかつ

し、会合
かいごう

を主掌
しゅあく

する。 

     ２．副会長
ふくかいちょう

は、会長
かいちょう

を補佐
ほさ

し、会長不在
かいちょうふざい

の場合
ばあい

は、その代理
だいり

を務
つと

める。 

     ３．会計
かいけい

は、本会
ほんかい

の収支
しゅうし

を正確
せいかく

に記録
きろく

し、総会
そうかい

に会計監査
かいけいかんさ

の承認
しょうにん

を得
え

た決算
けっさん

を報告
ほうこく

する。 

     ４．書記
しょき

は、総会
そうかい

・実行委員会
じっこういいんかい

の議事
ぎじ

を正確
せいかく

に記録
きろく

する。また、総会
そうかい

の案内状
あんないじょう

・ 出席状況
しゅっせきじょうきょう

・

委任状
いにんじょう

の確認
かくにん

などをする。 

 

第１４条  本会
ほんかい

には、役員
やくいん

のほかに特別職
とくべつしょく

として、会計監査
かいけいかんさ

２名
めい

を置
お

く。 

      会計監査
かいけいかんさ

は２名
めい

とも保護者代表
ほごしゃだいひょう

で構成
こうせい

され、本会
ほんかい

の会計
かいけい

について会計監査
かいけいかんさ

を行
おこな

う。 

 

第１５条 役員
やくいん

及
およ

び会計監査
かいけいかんさ

の選挙
せんきょ

は、次
つぎ

のとおり行
おこな

われる。 

     １．次
つぎ

の要領
ようりょう

で役員候補者指名委員会
やくいんこうほしゃしめいいいんかい

を構成
こうせい

する。 

(１)各地区
かくちく

より１名
めい

ずつ役員候補者指名委員
やくいんこうほしゃしめいいいん

を選出
せんしゅつ

する。 

(２) 教職員
きょうしょくいん

の中
なか

から、２名
めい

の役員候補者指名委員
やくいんこうほしゃしめいいいん

を選出
せんしゅつ

する。 

     ２．役員候補者指名委員会
やくいんこうほしゃしめいいいんかい

は、３月
がつ

総会
そうかい

までに次年度
じねんど

の役員候補者
やくいんこうほしゃ

を選出
せんしゅつ

し、 

       総会
そうかい

に報告
ほうこく

承認
しょうにん

を得
え

るようにする。 

     ３．役員
やくいん

は、３月
がつ

総会
そうかい

において選挙
せんきょ

される。但
ただ

し、３月
がつ

総会
そうかい

の役員
やくいん

・会計監査
かいけいかんさ

の選出
せんしゅつ

は、 

       紙面
しめん

にて承認
しょうにん

・報告
ほうこく

に代
か

える場合
ばあい

もある。 

 

第
だい

７章 総
そう

  会
かい

 

 

第１６条  総会
そうかい

は、全会員
ぜんかいいん

で構成
こうせい

され、この会
かい

の最高決議機関
さいこうけつぎきかん

である。 

 

第１７条  総会
そうかい

は、次
つぎ

のように開催
かいさい

される。 

     １． ５月
がつ

総会
そうかい
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（1） 年度計画
ねんどけいかく

及
およ

び年度予算
ねんどよさん

の審議
しんぎ

並
なら

びに承認
しょうにん

。 

（2） 前年度決算報告
ぜんねんどけっさんほうこく

の承認
しょうにん

。新任役員就任
しんにんやくいんしゅうにん

。 

     ２． ３月
がつ

総会
そうかい

 

（1）役員
やくいん

・会計監査
かいけいかんさ

の選出
せんしゅつ

。 

     ３． 臨時総会
りんじそうかい

は次
つぎ

のような場合
ばあい

に開催
かいさい

される。 

     （1）全会員
ぜんかいいん

の三分
さんぶん

の一
いち

以上
いじょう

の要求
ようきゅう

があった場合
ばあい

。 

     （2）実行委員会
じっこういいんかい

の決議
けつぎ

があった場合
ばあい

。 

 

第１８条  総会
そうかい

の定足数
ていそくすう

は、会員
かいいん

の五分
ごぶん

の一
いち

とする。決議
けつぎ

は、出席者
しゅっせきしゃ

の過半数
かはんすう

の同意
どうい

を 

  必要
ひつよう

とする。 

 

第
だい

８章
しょう

 実行委員会
じっこういいんかい

 

 

第１９条  実行委員会
じっこういいんかい

は、総会
そうかい

に次
つ

ぐ決議機関
けつぎきかん

で、次
つぎ

のような任務
にんむ

をもつ。 

 

     １．総会
そうかい

に提出
ていしゅつ

する議案
ぎあん

の審議
しんぎ

・調整
ちょうせい

。 

     ２．各種
かくしゅ

委員会
いいんかい

の事業計画
じぎょうけいかく

の検討
けんとう

・承認
しょうにん

。 

     ３．特別
とくべつ

委員会
いいんかい

の設置
せっち

・改廃
かいはい

。 

     ４．細則
さいそく

・運営規定
うんえいきてい

の改廃
かいはい

。 

     ５．緊急
きんきゅう

を要
よう

する事項
じこう

及
およ

び本規定
ほんきてい

が規定
きてい

していない事項
じこう

については、実行委員会
じっこういいんかい

が 

総会
そうかい

に代
か

わって案件
あんけん

を審議
しんぎ

し、決定
けってい

することができる。 

 

第２０条  実行委員会
じっこういいんかい

の構成
こうせい

は、次
つぎ

のとおりである。 

 

     １．本会
ほんかい

の役員
やくいん

及
およ

び校長
こうちょう

。 

     ２．各種委員会
かくしゅいいんかい

の実行委員
じっこういいん

。 

     ３． 教職員代表
きょうしょくいんだいひょう

。 

 

第
だい

９章
しょう

 委
い

 員
いん

 会
かい

 

 

第２１条  本会
ほんかい

の目的
もくてき

を具体的
ぐたいてき

な活動
かつどう

とするために、次
つぎ

の委員会
いいんかい

を設
もう

ける。 

 

     １．校内委員会
こうないいいんかい

 

     ２．広報委員会
こうほういいんかい

 

     ３．地区生活委員会
ち く せ い か つ い い ん か い

 

 

第２２条  各種委員会
かくしゅいいんかい

は、校内委員会
こうないいいんかい

を除
のぞ

き、各地区
かくちく

より選出
せんしゅつ

する。 

 

第２３条  校内委員会
こうないいいんかい

の構成
こうせい

については、別
べつ

にこれを定
さだ

める。 
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第２４条  各種
かくしゅ

委員会
いいんかい

は、地区
ちく

または各
かく

クラスより選出
せんしゅつ

された委員
いいん

と、学校
がっこう

の担当
たんとう

委員
い い ん

とで 

      構成
こうせい

される。 

 

第２５条  各種
かくしゅ

委員会
いいんかい

は、委員長
いいんちょう

１名
めい

・副委員長
ふくいいんちょう

１名
めい

（校内
こうない

委員会
いいんかい

は２名
めい

）を選出
せんしゅつ

する。    

                     

第２６条    役員
やくいん

に欠員
けついん

がでた場合
ばあい

、残
のこ

りの期間
きかん

等
とう

を考慮
こうりょ

し、実行委員会
じっこういいんかい

にて後任
こうにん

の有無
うむ

を決定
けってい

する。 

 

第２７条  校内
こうない

委員会
いいんかい

は、成人教育
せいじんきょういく

の機会
きかい

を作
つく

り、会員
かいいん

相互
そうご

の親睦
しんぼく

を図
はか

る。学級
がっきゅう

の中
なか

での   

      教育上
きょういくじょう

の問題
もんだい

を調整
ちょうせい

する。また、学校
がっこう

の保健活動
ほけんかつどう

が充実
じゅうじつ

するよう努力
どりょく

する。 

 

第２８条  広報
こうほう

委員会
いいんかい

は、この会
かい

の事業内容
じぎょうないよう

について会員
かいいん

及
およ

び他団体
ただんたい

へ情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する。 

 

第２９条  地区生活委員会
ち く せ い か つ い い ん か い

は、児童
じどう

校外
こうがい

生活
せいかつ

が安全
あんぜん

で豊
ゆたか

かであるよう、対策
たいさく

を考
かんが

える。 

 

       第
だい

１０章
しょう

 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護
ほ ご

の取
と

り扱
あつか

い 

 

第３０条  本会
ほんかい

がＰＴＡ活動
かつどう

を推進
すいしん

するために必要
ひつよう

とする個人情報
こじんじょうほう

の取得
しゅとく

、利用
りよう

、提供
ていきょう

およ 

      び管理
かんり

については、「個人情報取扱規則
こじんじょうほうとりあつかいきそく

」に定
さだ

め、適正
てきせい

に運用
うんよう

するものとする。   

 

第
だい

１１章
しょう

 細
さい

  則
そく

 

 

第３１条  この規約
きやく

を行
おこな

うための細則
さいそく

規定
き て い

は、別
べつ

にこれを定
さだ

める。 

 

第
だい

１２章
しょう

 改
かい

  正
せい

 

 

第３２条  規則
きそく

は、総会
そうかい

において出席者
しゅっせきしゃ

の三分
さんぶん

の二
に

以上
いじょう

の賛成
さんせい

を得
え

て改正
かいせい

する。 

 

 

  付
ふ

  則
そく

 

 

   この規約
きやく

は、昭和
しょうわ

５０年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

より効力
こうりょく

を発揮
はっき

する。 

                            一部改正
いちぶかいせい

 平成
へいせい

１１年
ねん

 ４月
がち

 １日
ついたち

 

                            一部改正
いちぶかいせい

 平成
へいせい

１３年
ねん

 ３月
がつ

 ３日
みっか

 

                            一部改正
いちぶかいせい

 平成
へいせい

１４年
ねん

 ３月
がつ

 ２日
ふつか

 

                            一部改正
いちぶかいせい

 平成
へいせい

１９年
ねん

 ２月
がつ

２４日
か

 

一部改正
いちぶかいせい

 平成
へいせい

２２年
ねん

 ４月
がつ

３０日
か

 

一部改正
いちぶかいせい

 平成
へいせい

２９年
ねん

  ５月
がつ

１９日
にち

 

一部改正
いちぶかいせい

  平成
へいせい

３０年
ねん

 ５月
がつ

１８日
にち

 


